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事業内容

１　出資等の状況（Ｈ17.4.1現在） （単位：千円,位）

627,120

出資（出捐）額
出資（出捐）

割合
出資（出捐）

順位
備考

400,000 63.8% 1

150,000 23.9% 2

50,000 8.0% 3

22,120 3.5% 4

5,000 0.8% 5

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

２　社員（会員）の状況(社団法人のみ）（Ｈ17.4.1現在）

社員数

県

市町村

国又は政府系機関

民間法人

その他

千葉県による公社等外郭団体に関する情報公開

社員総数

区　　　　　　分

内
訳

地方公共
団体

043‐227‐9131(4464) 

主な者

平成元年６月１日

http://www14.plala.or.jp/boutsui-chiba/

千葉市中央区中央４－１３－７　千葉県酒造会館内

  県民の暴力団排除意識の高揚に資するとともに、暴力団排除活動を
推進し、あわせて暴力団による不当な行為の防止及びこれによる被
害の救済を図るなど、安全で住み良い千葉県の実現に寄与することを
目的とし、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第２０
条に規定する事業を行う。

資本金（又は出捐金）

団体名 財団法人　千葉県暴力団追放県民会議

理事長　吉成　儀

０４３（２５４）８９３０　・　（０１２０）０８９３５４

県所管課
千葉県警察本部　刑事部　組
織犯罪対策本部　捜査第四
課

民間団体

自己資金

千葉県

市

出資（出捐）者

町村



３　財務状況　※

(１)貸借対照表から
（単位：千円）

項　　　目 １４年度 １５年度 １６年度

総資産 662,229 655,139 656,993

負　債 1,867 1,771 1,715

資　本 660,362 653,368 655,278

累 積 損 益 33,242 26,248 28,158

（２）損益計算書 （単位：千円）

項　　　目 １４年度 １５年度 １６年度

総 収 入　　（＝売上高＋営業外収益＋特別利益） 51,234 50,547 45,568

経 常 損 益 △ 7,114 △ 6,994 1,910

当 期 損 益 △ 7,114 △ 6,994 1,910

減価償却前当期損益　　　　 △ 7,114 △ 6,994 1,910

４　年度末借入金残高等の状況 （単位：千円）

　　　項　　　目 １４年度 １５年度 １６年度

借 入 金 残 高　　　　　     0 0 0

うち県からの借入金残高 0 0 0

うち県以外からの借入金残高 0 0 0

0 0 0

※公益法人については、次のとおり公益法人会計基準に読み替える。

〈貸借対照表〉　資本⇒正味財産の部合計

　　　　　　　　　　累積損益⇒基本金等を除く正味財産額

〈損益計算書〉　損益計算書⇒収支計算書及び正味財産増減計算書

　　　　　　　　　　総収入（＝売上高＋営業外収益＋特別利益）⇒総収入（＝当期収入合計－借入金

　　　　　　　　　　収入等（損益に無関係の項目））

　　　経常損益⇒当期正味財産増減額－（特別損益項目の資産の増減＋特別損益取引

　　　に係る当期収支差額）

　　　当期損益⇒当期正味財産増減額

　　　減価償却前当期損益⇒当期正味財産増減額（減価償却を行っている場合は、減価

　　　償却費を加える）

うち県の債務保証又は損失補
償の対象となる借入金残高



５　県の財政支出の状況
（単位：千円）

項　　目 目的、内容、算出根拠等 １４年度 １５年度 １６年度

委　託　料   　　
暴力団対策法 事業所不
当要求防止責任者講習業
務委託

7,951 7,951 7,951

補助金･交付金・
負担金

暴力団排除活動事業補助
金

4,979 4,833 4,660

その他
（利子補給・税の
減免額・出資金・
貸付金・その他）

0 0 0

合　　　計 12,930 12,784 12,611

６　役職員の状況（各年度７月１日現在）

（単位：人）

１４年度 １５年度 １６年度

常勤役員数   1 1 1

うち県退職者 1 1 1

うち県派遣職員 0 0 0

常勤職員数  4 4 4

うち県退職者 4 4 4

うち県派遣職員 0 0 0

項　　目



７　事務事業の見直しの状況

（参考）公社等外郭団体の見直し概要（千葉県行政改革推進本部決定）

改革方針

改革の期間

改革の概要

改革の効果

改革に伴う
課題

その他

　・ 毎年度ごとに事務事業の内容を精査し、事業目的に対して効果的な支出が行われるように努め
ている。

　・ 県に準じて職員給与水準を見直す他に、独自に事務局長の管理職手当のカット(6%)を実施する
等して、固定費の削減に努めている。

継続

暴力団対策法に基づく「都道府県暴力追放運動推進センター」として指定されている団
体であり、暴力団対策を講じる上で団体の必要性が高く、また県からの支援なしでは
運営できないことから、これまでと同様の県負担としたい。
団体の行う事業活動は暴対法によって明示されており、事業の縮小・廃止は困難であ
る。




